
「土地収用法施行規則の一部を改正する省令案」の概要

１ 概要

土地収用法の一部を改正する法律（平成１３年法律第１０３号。以下「改
正法」という ）の施行に伴い、起業者の行う事前説明会の実施方法等、公。
聴会の開催請求書に記載すべき事項等を定めるほか、所要の規定の整備を行
う。

２ 土地収用法施行規則の改正の内容

(1) 説明会の実施方法等( 。 )規則第１条の２、第１条の３及び第３条 法第１５条の１４関係

①開催場所は、参加者の参集の便利を考慮して定めること。
②説明会の開催日の１週間前までに、地方の新聞紙により公告するとと
もに事業予定地の権利者に個別に通知すること。
③参加者が一人もいない等の場合には、説明会を打ち切ることができる
ものとすること。 等

規則第４条から第１２条(2) 公聴会の開催請求の方法その他公聴会に関する規定の整備(
｡ )まで 法第２３条関係

ア 公聴会の開催請求書の記載事項を定める

イ 公聴会の開催手続の改正
対審構造による公聴会の開催を可能とするため、開催手続について所

要の整備を行う。
→本公聴会における対審構造とは、起業者と起業者以外の公述人間での質疑を
行う方式をいう。

規則第１３条の６から第１３条の９ま(3) 土地調書等作成の特例手続に関する様式を定める。(
｡ )で及び別記様式第７の３から第７の６ 法第３６条の２関係

(4) 書留郵便を用いて補償金の払渡しを行う場合、その郵便に付するべき支
規則第２３払い手段として、定額小為替証書、銀行振出小切手等を定める。(

｡ )条の４ 法第１００条の２関係
→改正法において、現金及び普通為替証書を定めており、省令ではそれ以
外の支払手段を定める。

３ 施行日

改正省令の施行日は、改正法の施行の日（平成１４年７月１０日）とす
る。


